奥州市準部活動団体登録要綱

（目的）

第１条　この告示は、市内の中学校生徒（以下「生徒」という。）が地域の実情に応じて、スポーツ活動及び文化芸術活動を将来にわたって継続して親しむ機会を確保するため、学校部活動の地域連携及び地域展開に係る活動団体の登録に関して必要な事項を定め、もって活動団体の運営を高めることを目的とする。

　（定義）

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

　(1) 部活動　生徒が自主的又は自発的に参加し、在籍する中学校において運営するスポーツ及び文化芸術の組織活動をいう。

　(2) 準部活動　生徒が自主的又は自発的に参加し、地域等が主体となって運営するスポーツ及び文化芸術の団体活動をいう。

　(3) スポーツ少年団　公益財団法人日本スポーツ協会定款第39条の規定に基づいて設置された日本スポーツ少年団に加入した団体をいう。

　（準部活動の運営主体要件）

第３条　準部活動を行う団体（以下「準部活動団体」という。）は、営利目的のない次のいずれかの主体が運営しているものとする。

　(1) 部活動を補完する活動をする父母会又は保護者会

　(2) 地域又は地区の住民により結成する団体
　(3) スポーツ少年団

　(4) 前３号に準ずると認められる団体

　（準部活動団体に属する生徒の構成要件）

第４条　準部活動団体は、市内の学校及び隣接する市町の学校の生徒で構成しているものとする。

　（準部活動の指導者要件）

第５条　準部活動団体には、次のいずれかに該当する指導者を置くものとする。

　(1) 学校が推薦する者

　(2) 第３条の運営主体が指導者として適性があると認める者
　（準部活動の活動要件）

第６条　準部活動は、次の要件のいずれにも該当するものとする。

　(1) 国、県及び市の部活動ガイドラインに則している。

　(2) 学校の教育目標や方針に沿っていること。

　(3) 在籍校と連携していること。

　(4) 次のいずれかの休養日を設けていること。
ア　１週間当たり平日１日以上及び土曜日又は日曜日のうち１日以上
イ　１週間当たり２日以上
　(5) 原則として、１日の活動時間が平日は２時間以内、学校の休業日は３時間以内であること。

（運営主体及び指導者の責務）

第７条　運営主体及び指導者は、所属する生徒に対して、次に掲げる責務を負うものとする。

　(1) 実技の指導

　(2) 安全な活動のための知識及び技能の指導

　(3) 活動の管理・監督
　(4) 使用する用具及び施設の点検・管理

　(5) 事故発生時の応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者及び学校への連絡その他必要な対応

　(6) スポーツ安全保険その他の準部活動における事故を補償する制度への加入

　(7) 前各号に掲げるもののほか、準部活動団体の運営及び活動に関する必要な事項

　（準部活動団体の登録）

第８条　準部活動団体は、部活動に準ずる活動を行う団体として準部活動団体制度への登録（以下「団体登録」という。）をすることができる。

２　前項の規定により団体登録をしようとする準部活動団体は、準部活動団体登録届（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。この場合において、第３条第１号の団体にあっては、在籍する学校の校長（以下「承認校長」という。）を経由しなければならない。
　(1) 規約、会則等の組織の概要がわかるもの

　(2) 役員等の名簿

　(3) 所属又は加入をする生徒の名簿

　(4) 所属又は加入をする生徒が在籍する学校の校長（以下「承認校長」という。）が、準部活動団体として登録することが適当と認めた書類

　(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

３　教育委員会は、前項の規定による届出の内容について、準部活動団体としての適格性を審査し、その結果を準部活動団体登録承認（非承認）通知書（様式第２号）により届出者に通知するものとする。

　（準部活動団体の登録の変更及び廃止）

第９条　前条の規定により団体登録をした準部活動団体において、届出の内容を変更し、又は当該活動を廃止しようとするときは、準部活動団体登録異動届（様式第３号）に前条第２項に掲げる書類のうちから必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。この場合において、第３条第１号の団体にあっては、承認校長を経由しなければならない。
２　前項の規定による届出に関する教育委員会の手続については、前条第３項の規定を準用するものとする。
（承認校長及び教育委員会の役割）

第10条　承認校長及び教育委員会は、準部活動団体制度の適正な運営を確保するため、準部活動団体に対して必要な指導及び助言をすることができる。
（準部活動団体の登録承認の取消し）
第11条　前条の規定により教育委員会が指導を行った後、準部活団体の活動の改善が行われず、適正な運営が確保できないと認められる場合、教育委員会は、第８条第３項の承認を取り消すことができる。

　（補則）

第12条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
様式第１号（第８条関係）
年　月　日　
奥州市教育委員会教育長　あて
団体の所在地
団体の名称
代表者の職・氏名
準部活動団体登録届
準部活動団体として登録したいので、関係書類を添えて届出します。
１　設立日　　　　年　月　日
２　準部活動としての活動開始予定日　　　　年　月　日
３　添付書類
(1) 規約、会則等の組織の概要がわかるもの

(2) 役員等の名簿

(3) 所属又は加入をする生徒の名簿

様式第２号（第８条、第９条関係）
第　　　号
年　月　日　
届出者　あて
奥州市教育委員会教育長　　　　　印　　
準部活動団体登録承認（非承認）通知書
準部活動団体として登録について届出のあった内容を審査した結果、次のとおり決定したので通知します。
１　届出の内容　新規登録・変更・廃止
２　審査結果　　承認・非承認
様式第３号（第９条関係）
年　月　日　
奥州市教育委員会教育長　あて
団体の所在地
団体の名称
代表者の職・氏名
準部活動団体登録異動届
準部活動団体として登録した内容に異動がありましたので、関係書類を添えて届出します。
１　異動の種別　変更・廃止
２　異動日　　　　年　月　日
【在籍校の校長の承認欄】

	　教育委員会が定める基準により確認した結果、準部活動団体として登録した内容の異動が適当と認めます。
年　月　日
奥州市立　　中学校長
　氏名　　　　　　　印



